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内部監査委員会 

内部統制部門 

 

内部監査部門 

 
【内部統制統括・ 

内部通報窓口】 

 

【会社統制・業務プロセス

に係る内部監査】 

 

（取締役会） 

  業務執行に関する重要事項について、意思決定を行う 

（監査等委員会） 

  経営の健全性の維持・強化を図り、経営全般について取締役の職務執行をチェックする 

（指名報酬委員会） 

  取締役の報酬、評価および選解任を諮問 

（経営会議） 

  経営の重要案件を審議する 

（執行役員会） 

  執行役員の所管する業務等の進行報告を行う 

（内部監査委員会） 

  内部業務監査を実施する 

（会計監査人） 

  監査契約を締結している栄監査法人から会計監査を受ける 

（監査等委員会室） 

  監査等委員会の円滑な職務遂行を補助 
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取締役 監査等委員の取締役 

（監査等委員会） 

会計監査人 

（経営者） 

代表取締役社長 
指示 

経営会議 

（兼リスク管理委員会） 

【重要な経営課題の協議・

答申及び事業運営に係る重

要なリスクの識別・対応】 

執行役員会 

【業務執行方針・経営課題等の協議、

執行状況の報告】 

各業務部門・グループ子会社 
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